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雑品スクラップに対す る規制強化 について

雑 品ス クラップにつ いては、頻発 す る港湾 、船舶 での大型火 災事故がテ レビ、新

聞等 で大 きく取 り上 げ られ社会問題 となって きています。また、ア ジア諸国に輸

出 され た雑 品スク ラップの 中か ら違法廃 棄物 の混入 が認 め られ、 シ ップバ ック

にな る事例 も多数報告 され ています。

環境省 、経産省 は、社 会問題化 した雑 品スク ラップの取扱 い規制 の為、中央環境

審議会(中 環審)、 産業構 造審議会(産:構審)の 場 において、前者 は廃掃 法改定、後

者 はバ ーゼル法改定 の観点 か ら議論 を進 め、規制 の為 の報告書(案)が 既 に作成 さ

れ ています。早 けれ ば、来年 中に法規制 が施行 され る予定です。

具体的な法律の条文は改めて報告 しますが、雑品スクラップに含 まれ る電気電

子機器の混入が問題視 され、これ らの物品の保管や処分を行 う者に対 し『都道府

県等の行政機関の登録を受けるなど、一定の規制をかける』ことが提言 されてい

ます。簡単に言えば、違法な事業活動が 目立つ外国系雑品ヤー ド業者 を如何 にし

て規制す るかが議論 されているのです。

廃棄 され た電気電子機 器 について は、家電 リサイ クル法 、小型家電 リサイ クル法

で取扱 い が厳 しく規 定 されてい ます が、遺憾 なが ら廃家 電 四品 目の リサイ クル

率は2015年 で49%に 留 ま り、ま さに違法状態 となってい るのが実情です。

当工業 会 として も、本 来の製 鉄用鉄 ス クラ ップ の リサイ クル業 としての存 立 を

危 くしかね ない 、違法 な雑 品スク ラップの取扱い を行 わない こ とを ここに改 め

て確認 した く思います。 会員各位 の御協力 をお願 い致 します

以上

※ 規制 強化 の方 向性 と現在公 開 され てい るパ ブ リックコメ ン トにつ いて別 紙

に記載致 します ので、御参照願い ます。



囮
1.環 境省 による廃掃 法改 定に よる規制

〉 雑 品ス クラ ップの内陸での保管、処分、運搬へ の規制 に主眼が置かれてい る。

① 雑 品ス クラップ の保管や処分 を行 う者 は都 道府県へ の登録 を義務付 け る。

② 雑 品ス クラ ップの保 管、収集、運搬 、処分 の内、健康 また は生活環境 に支

障 を及ぼすおそれがあ る行為 について政令 で規定す る。

③ 雑 品ス クラ ップに含有す る有害物質 を飛 散、流 出 させ ない よ う囲いの表 示、

排水溝 の設備 、設置 、また騒音また は振動への必要 な処置 を取 る。

④ 廃 家電品、小型電子機器等 を分別 し、他 の物 と混合 させ ない こと。更 には、

雨水 の進 入防止 、発火性 の物 品の分離や消火 装置 の設 置 を義務付 ける。

2.経 産省 と環境省合 同に よるバーゼル法改定 による規 制

〉 違 法廃棄物 の輸 出入 を規制す る為、水 際での規 制に主眼が置 かれてい る。

① 上記 、廃掃法改定 に よる規制 と連携 して、港湾等で違法雑 品スクラ ップの

規 制 を行 う。

② 規制 対象 とな りうる物(例:廃 電子基板 、廃 電池)と 規制対象 でない物(例:

鉄 ス クラ ップ、プ ラスチ ック片)と の混合物 につ いては、違法性 の判 断が難

しい故、水 際において特定有害廃 棄物等の範 囲の明確化 を行 う。

上記のように、今回の法改定により会員各位の雑品スクラップ操業に一部影響が

出る可能性は否定できませんが、違法雑品スクラップに起因する大型火災等の社

会問題の重要性を勘案すれば、法改定による規制強化 はやむを得ない と判断 しま

す。

3.パ ブ リックコメ ン トの募集

環境省 、経産省 が法令改定 の為 のパブ リックコメ ン ト(国民か らの意 見聴取)を

募集 しています。詳 しくは、両省 のホー ムペー ジを御 参照願 い ます が、雑 品ス ク

ラップに対 し、意見 のある会員 の方 は規制強化へ の賛成 、反対 を問 わず事務 局宛

て、e・mail、Fax等 で御連絡願います。

形式 は 自由です が、締 め切 りはIH13日(金)と なってお ります ので、な るべ く

早 めにお手配願 います。

以上


